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食品健康影響評価の結果の通知について 

 

令和６年12月３日付け６消安第4796号-1をもって農林水産大臣から食品安全委員

会に意見を求められた飼料「半矮性トウモロコシMON94804系統」に係る食品健康影響

評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23条

第２項の規定に基づき通知します。 

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。 

 

記 

 

「半矮性トウモロコシMON94804系統」については、「遺伝子組換え飼料及び飼料添

加物の安全性評価の考え方」（平成16年５月６日食品安全委員会決定）に基づき評価

した結果、改めて「遺伝子組換え食品（種子植物）に関する食品健康影響評価指針」

（平成16年１月29日食品安全委員会決定）に準じて安全性評価を行う必要はなく、当

該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物については、人の健康を損なうおそれはない

と判断した。 



別添 
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半矮性トウモロコシ MON94804系統 
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＜審議の経緯＞ 

2024年 12月 3日 農林水産大臣から遺伝子組換え飼料の安全性に係る食品健康

影響評価について要請（6消安第 4796号-1）、関係書類の接

受 

2024年 12月 10日 第 965回食品安全委員会（要請事項説明） 

2024年 12月 23日 第 259回遺伝子組換え食品等専門調査会 

2025年 4月 16日 遺伝子組換え食品等専門調査会座長から食品安全委員会委員

長に報告 

2025年 4月 22日 第 981回食品安全委員会（報告） 

 （4月 23日付け農林水産大臣に通知） 
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要  約 

 

「半矮性トウモロコシMON94804系統」について食品健康影響評価を実施した。 

本系統は、トウモロコシ（Zea mays subsp. mays (L.) Iltis）のデント種HCL301系

統を既存品種とし、トウモロコシ（Z. mays）由来の ZmGA20ox3 遺伝子及び

ZmGA20ox5 遺伝子のコード配列に由来する 21 塩基長配列及びその逆方向反復配列

並びにイネ（Oryza sativa）由来の３つの Osa-miR1425フラグメントにより構成され

た GA20ox_SUP配列を導入して作出されている。GA20ox_SUP配列の転写産物であ

る GA20ox_SUP RNA は、RNA 干渉機構により認識され、トウモロコシ内在性の

ZmGA20ox3遺伝子及び ZmGA20ox5遺伝子の発現を抑制する。当該発現抑制により、

茎のジベレリン含有量が低下することで、節間が狭まり稈長が短くなる形質（半矮性）

が付与される。 

「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」（平成 16 年 5 月 6 日

食品安全委員会決定）に基づき評価した結果、本系統では、新たな有害物質が生成さ

れることはないため、肉、乳、卵等の畜産物中に新たな有害物質が移行することは考

えられない。また、遺伝子組換えに起因する成分が畜産物中で有害物質に変換・蓄積

される可能性や、家畜の代謝系に作用し、新たな有害物質が生成される可能性は考え

られない。 

以上のことから、改めて「遺伝子組換え食品（種子植物）に関する食品健康影響評

価指針」（平成 16年 1月 29日食品安全委員会決定）に準じて安全性評価を行う必要

はなく、当該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物については、人の健康を損なうお

それはないと判断した。 
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Ⅰ．評価対象飼料の概要 

（申請内容） 

名 称 ： 半矮性トウモロコシMON94804系統 

性 質 ： 半矮性 

申請者 ： バイエルクロップサイエンス株式会社 

開発者 ： Bayer Group（ドイツ） 

 

「半矮性トウモロコシMON94804系統」（以下「トウモロコシMON94804」と

いう。）は、トウモロコシ（Zea mays）由来の ZmGA20ox3遺伝子及び ZmGA20ox5

遺伝子のコード配列に由来する 21 塩基長配列及びその逆方向反復配列並びにイネ

（Oryza sativa）由来の３つの Osa-miR1425 フラグメントにより構成された

GA20ox_SUP 配列を導入して作出されている。GA20ox_SUP 配列の転写産物であ

る GA20ox_SUP RNAは、RNA干渉機構（RNAi機構）により認識され、トウモロ

コシ内在性の ZmGA20ox3遺伝子及び ZmGA20ox5遺伝子の発現を抑制する。当該

発現抑制により、茎のジベレリン含有量が低下することで、節間が狭まり稈長が短

くなる形質（半矮性）が付与される。 

 

Ⅱ．食品健康影響評価 

１．トウモロコシMON94804には、半矮性の形質が付与されている。遺伝子組換え

作物を飼料として用いた動物の飼養試験において、導入遺伝子又は導入遺伝子か

ら産生されるタンパク質が畜産物に移行することはこれまで報告されていない。 

 

２．トウモロコシMON94804は、食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会に

おいて、「遺伝子組換え食品（種子植物）に関する食品健康影響評価指針」（平成

16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき、食品としての食品健康影響評価

を終了しており、人の健康を損なうおそれがないと判断している。 

 

１及び２を考慮したところ、トウモロコシ MON94804 に新たな有害物質が生成

されることはないため、肉、乳、卵等の畜産物中に新たな有害物質が移行すること

は考えられない。また、遺伝子組換えに起因する成分が畜産物中で有害物質に変換・

蓄積される可能性や、家畜の代謝系に作用し、新たな有害物質が生成される可能性

は考えられない。 

 

以上のことから、トウモロコシMON94804については、「遺伝子組換え飼料及び

飼料添加物の安全性評価の考え方」に基づき評価した結果、改めて「遺伝子組換え

食品（種子植物）に関する食品健康影響評価指針」に準じて安全性評価を行う必要

はなく、当該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物については、人の健康を損なう

おそれはないと判断した。 
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